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（午前１０時００分 開議） 

議長（鎌形寿一君） 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、認定第１号、平成２５年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定について

から、日程第８、認定第８号、平成２５年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計

決算認定についてまで、以上、８案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（鎌形寿一君） 

 本決算について提出者から説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 おはようございます。それでは、ただいま一括議題となりました、認定第１号か

ら認定第８号まで、一般会計ほか特別会計５件及び企業会計２件、併せて８件の平

成２５年度決算について、その提案理由を申し上げます。 

 なお、地方自治法第２３３条第３項並びに地方公営企業法第３０条第４項の規定

に基づき、監査委員さんの意見を付してございます。よろしくご審議をいただきま

すよう、お願いを申し上げます。 

 最初に、認定第１号の平成２５年度一般会計の決算でございますが、平成２５年

度の一般会計当初予算は歳入歳出それぞれ４５億８，３００万円でしたが、２億６，

７８８万６，０００円の追加補正の結果、最終予算は４８億５，０８８万６，００

０円となり、平成２４年度からの繰越事業費繰越額３，８１０万７，０００円を加

算しますと、予算現額は歳入歳出それぞれ４８億８，８９９万３，０００円となり

ました。平成２４年度の予算現額は４９億９，９５０万２，５００円でしたので、

比較しますとマイナス１億１，０５０万９，５００円となっております。 

 続いて、歳入歳出の決算状況でございますが、歳入においては５３億２，３８３

万５，０００円が収入されており、うち町税をはじめとする一般財源は４３億１，

０１９万４，０００円、歳入に占める比率は８１％となっております。一方、歳出
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ですが、４６億７，５８４万１，０００円が執行されております。歳入総額から歳

出総額を差し引きました形式収支は６億４，７９９万４，０００円となり、繰越明

許により２６年度へ繰り越すべき財源が３５４万６，０００円でしたので、実質収

支は６億４，４４４万８，０００円となりました。 

 また、平成２４年度の決算と比べますと、歳入では２，１４７万３，０００円の

減、歳出では５，５７６万５，０００円の減となっております。 

 それでは歳入歳出それぞれ特筆されるものを申し上げます。 

 最初に歳入でございますけれども、町税全体の決算額は１４億６，２１６万６，

０００円となっております。町税については、平成１９年度をピークに５年連続で

減少しておりましたが、６年ぶりの増加で１億１，３７１万１，０００円。前年度

を上回っております。 

 次に、地方譲与税ですが、決算額は８，９８８万７，０００円で、前年度と比較

して３９８万２，０００円の減となっております。 

 次に、利子割交付金から地方特例交付金までの７件の交付金ですが、利子割交付

金と地方消費税交付金は減少しておりますが、配当割交付金等の５件の交付金につ

きましては増額となっておりまして、交付金全体では前年度と比較して２，４４２

万５，０００円の増となっております。 

 次に、地方交付税ですが、普通交付税、特別交付税ともに減額となり、前年度と

比べ４，９８５万２，０００円減の１７億９，４８９万円となっております。 

 次に、分担金及び負担金では、新規に下水施設修繕負担金が発生したことにより

まして、前年度と比較しまして９１３万８，０００円の増、１億５，２５１万４，

０００円となっております。 

 続いて、国庫支出金ですが、社会資本整備総合交付金などの増によりまして、１，

８１４万９，０００円増の３億３，１５７万６，０００円の決算となっております。 

次に、県支出金ですが、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金などが減額と

なったことから、４，７５８万２，０００円減の３億１５９万９，０００円となっ

ております。 

 次に、寄附金について、ふるさと応援基金寄附金等がありましたが、前年度と比

べ２７５万４，０００円減の２３５万８，０００円の決算となりました。 

 次に、繰入金でございますが、東日本大震災復興基金やふるさと応援基金からの



－92－ 

繰り入れを行ったため、前年度より３，２５４万４，０００円増の５，０２４万円

となっています。 

 次に、繰越金でございますが、前年度と比べて６，４６２万５，０００円減の６

億１，３７０万２，０００円の決算額となっております。 

 次に、諸収入でございますけれども、震災支援派遣職員給与負担金や建物災害共

済金の増によりまして、８６２万円増の１億５，６４１万３，０００円となりまし

た。 

 歳入の最後、町債では、防災行政無線デジタル化事業債や臨時財政対策債の借入

を行いましたが、前年度より５，８９０万円減の１億３，９３０万円となっており

ます。 

 それでは続きまして、歳出決算について、増減額の大きなものを申し上げます。 

 議会費では、議員報酬の臨時特例による減額や欠員１名分の減額などによりまし

て、前年度と比べ７１９万６，０００円減の９，０２９万７，０００円の決算とな

っております。 

 次に、総務費では、防災行政無線デジタル化工事の減や選挙執行経費の減により

まして、前年度比９，９４５万７，０００円減の６億４，３４９万４，０００円の

決算となっております。 

 次に、民生費では、介護保険特別会計繰出金や住家災害見舞金の増によりまして、

前年度と比較し４，９２２万８，０００円増の１２億８，３６２万６，０００円の

決算となりました。 

 次に、衛生費でありますが、香取市東庄町病院組合負担金や東総広域水道企業団

支出金の減によりまして、前年度と比較して２，９１８万９，０００円減の、決算

額では５億９，４０９万１，０００円となります。 

 次に、農林水産業費では、さわやか畜産事業補助金の増により、前年度と比べま

して１，２８７万４，０００円増の１億５，４８１万４，０００円となっておりま

す。 

 次に、商工費では、新規として企業誘致奨励金が増加したことにより、前年度比

２，８７１万７，０００円増の１億２，１７６万４，０００円となっております。 

 次に、土木費では、町道工事費等が増額になったことから、全体では前年度比１

億６，７２３万５，０００円増の決算額で４億７，９５３万２，０００円となって
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おります。 

 次に、消防費でございますけれども、常備消防、非常備消防ともに減額となり、

前年度比では７５３万１，０００円減の２億５，７３０万２，０００円の決算とな

っております。 

 次に、教育費でございますけれども、２４年度に行った橘小学校屋内運動場屋根

改修工事が終了したことや職員数の減によりまして、前年度と比較し２，４０１万

円減の４億３，７７７万４，０００円となっております。 

 次に、災害復旧費でございますけれども、２５年度は大きな災害復旧事業がなか

ったため、１，１５３万１，０００円減の８，０００円となっております。 

 次に、公債費でございますが、新規借入を抑制することにより、前年度比１，９

１４万３，０００円減の４億９，１１３万６，０００円となっております。 

 歳出の最後でございますが、諸支出金でございますけども、財政調整基金や東日

本大震災復興基金へ積立が減収したため、前年度と比べ１億１，５７６万２，００

０円減の１億２，２００万３，０００円となっております。 

 以上、一般会計決算の主なものを申し上げました。 

 次に、認定第２号、国民健康保険特別会計の決算について申し上げます。 

 歳入総額は２２億２，５４７万１，０００円で、前年度より５，８３３万５，０

００円の増になっています。また、歳出総額は、前年度より１，５７２万８，００

０円増の２０億９，９４８万３，０００円となりました。実質収支額は１億２，５

９８万８，０００円であります。 

 続きまして、認定第３号、後期高齢者医療特別会計の決算について申し上げます。 

 歳入総額は１億５８３万８，０００円、また歳出総額は、１億４９５万９，００

０円で、実質収支額は８７万９，０００円となりました。 

 次に、認定第４号、食肉センター特別会計の決算について申し上げます。 

 歳入については事業収入が主なものでございますが、前年度と比較いたしますと

歳入合計で９８万６，０００円減の１億２，９９７万５，０００円となりました。

一方、歳出については、事業費として１億３０５万円支出のほか、積立金として５

００万円を財政調整基金に積み立て、また諸支出金として１，０００万円を一般会

計繰出金として支出しており、歳出合計では１億１，８０５万円となり、前年度よ

り１，１６５万８，０００円の増額となっております。平成１９年度より指定管理
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者制度の導入によりまして、施設の管理運営を食肉センター事業協同組合が実施を

しておりますが、今後とも処理頭数の確保に努め、食肉センターの経営安定に努力

してまいりたいと考えております。 

 続いて、認定第５号、訪問看護ステーション特別会計決算について申し上げます。 

 平成２５年度の訪問看護ステーションの歳入決算の総額は２，９１９万８，００

０円、前年度と比較しまして２１．８％の増となりました。増額の主な要因であり

ますが、利用者数、利用件数がともに増加したことによる事業収入の増、一般会計

からの繰入金の増でございます。一方、歳出決算の総額は１，５４７万９，０００

円、前年度と比較しまして１．２％の減となっております。減額の要因でございま

すが、備品購入費が減少したことによるものでございます。以上、差引の収支で１，

３７１万９，０００円の黒字となったところでございます。 

 次に、認定第６号、介護保険特別会計決算について申し上げます。 

 平成２５年度は、第５期介護保険事業計画３か年の第２年度の年でございました。

高齢化率が進んでおり、要介護認定者数、保険給付費は年々増加をしております。

歳入決算の総額は、１１億２，４６８万５，０００円、前年度比６．５％の増とな

りました。増額の要因でございますが、被保険者の増加によりまして、保険料の増

加と保険給付費の増加に伴う国・県支出金、そして支払基金交付金の増加によるも

のでございます。一方、歳出決算の総額でございますけれども、１０億７，６７２

万８，０００円、前年度比５．１％の増となりました。このうち全体の構成比で９

４．１％を占める保険給付費は前年度比６．７％の増となっております。以上、差

引の収支で４，７９５万７，０００円の黒字となりましたが、平成２６年度に精算

を行いますと実質的な余裕資金は３，８００万円程度となる見込みでございます。 

 続きまして、企業会計のうち、最初に認定第７号の水道事業会計決算について申

し上げます。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づきまして、剰余金の処分について議

会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定に基づき決算について議会

の認定に付するものでございます。 

 まず、決算につきましては、収益的収入で４億６３６万４，０００円、収益的支

出で３億６，６７８万３，０００円となり、収支差引では３，９５８万１，０００

円の純利益となっております。この当年度未処分利益剰余金３，９５８万１，００
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０円全額を、議会の議決による処分といたしまして、企業債の元金償還に充てるた

め、減債積立金に積み立てようとするものでございます。また、資本的収支では、

収入はゼロで、固定資産取得費及び企業債償還金に１，２６３万４，０００円の支

出となっております。この不足する額につきましては、当年度消費税及び地方消費

税資本的収支調整額２８万円、減債積立金６６４万７，０００円及び、過年度分損

益勘定留保資金５７０万７，０００円で補填をしております。なお、平成２５年度

末におけます給水戸数でございますが４，０４０戸、給水人口は１万２，５０１人

となっております。 

 最後に、認定第８号、病院事業につきまして申し上げます。 

 内科医師４名の診療体制と合わせて非常勤医師によります整形外科・循環器内科

の診療を実施しております。また、介護療養型医療施設として施設入所サービス・

ショートステイ・居宅療養管理のほか、訪問リハビリ・通所リハビリを実施いたし

ました。平成２５年度の経営状況でございます。前年度に比べ入院延べ患者数で４．

７％の減、外来延べ患者数では１．８％の減となっております。決算の内容でござ

いますが、収益的収支の収入が１０億６７２万７，０００円に対し、支出が９億８，

０１８万６，０００円で、２，６５４万１，０００円の純利益となり、４年度連続

の黒字となりました。次に資本的収支でございますが、収入が４，４６３万円４，

０００円に対し、支出が９，５３７万７，０００円で、不足する５，０７４万３，

０００円につきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額と、過年

度分損益勘定留保資金をもって補填をしたところでございます。 

 以上で、一般会計を初め８会計の決算につきまして認定をいただくに当たり、提

案理由を申し上げました。 

 なお、詳細につきましては担当課長、事務長から説明をいたさせます。ご審議の

上、可決、認定をくださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（鎌形寿一君） 

 総務課長、金島正好君。 

総務課長（金島正好君） 

 それでは、平成２５年度一般会計の決算について、その内容をご説明申し上げま

す。説明につきましては、お手元に配付してございます決算参考資料に基づきまし

て説明をさせていただきたいと思います。 
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 それでは、１ページをお願いいたします。 

 （１）一般会計決算の状況でございますが、平成２５年度の決算規模は歳入の総

額が５３億２，３８３万５，０００円、歳出の総額では４６億７，５８４万１，０

００円となりまして、前年度と比較いたしますと、歳入では２，１４７万３，００

０円、０．４％の減となり、歳出においては５，５７６万５，０００円、１．２％

の減となっております。 

 （２）決算収支の状況でございますが、歳入決算額から歳出決算額を差し引きま

した形式収支では、「ア」といたしまして６億４，７９９万４，０００円となりま

した。このうち平成２６年度への繰越事業の一般財源として、「イ」の欄で３５４

万６，０００円がございますので、これを差し引きまして、「ウ」の欄で６億４，

４４４万８，０００円が実質収支の額となっております。この実質収支の額から平

成２４年度の実質収支の額を差し引いたものが単年度収支として「エ」の欄の５，

８１８万５，０００円となります。次の「オ」並びに一つ置いた「キ」の欄は、財

政調整基金の積み立て並びに取り崩しの決算額でございまして、「オ」の積立額は

利子分を合わせまして１億８８万７，０００円、「キ」の積立金取り崩し額はござ

いませんでしたので、一つ戻りまして、「カ」の町債の繰上償還額についてもござ

いませんでした。この結果、単年度収支の額「エ」に財政調整基金への積立金「オ」

の額を加えた額が実質単年度収支、「ク」の額で１億５，９０７万２，０００円と

なりました。 

 それでは、歳入歳出の決算状況について申し上げます。なお、細部につきまして

は、この後、決算審査特別委員会へ付託される予定と聞いておりますので、私から

は主だったものを申し上げますので、あらかじめご了承をいただきたいと思います。 

 最初に、歳入決算について申し上げます。同じ１ページの第１表をお願いいたし

ます。 

 歳入決算の総額５３億２，３８３万５，０００円のうち町税を初めとする一般財

源の総額は４３億１，０１９万４，０００円で、歳入決算の８１％を占めています。

残りの１９％、国庫及び県支出金や町債の一部を含みまして１０億１，３６４万１，

０００円が特定財源となっております。 

 第１款・町税の決算額は１４億６，２１６万６，０００円で、前年度より１億１，

３７１万１，０００円、８．４％の増となっております。景気の持ち直しによる所
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得の伸びや固定資産税（家屋や償却資産の新増築）の増によりまして、平成１９年

度以来、６年ぶりに前年度より増額となっております。 

 次の第２款・地方譲与税の決算額は８，９８８万７，０００円で、前年度比３９

８万２，０００円、４．２％の減となっております。これは地方揮発油譲与税と自

動車重量譲与税の減によるものでございます。 

 次は、第３款の利子割交付金ですが、平成２５年度の決算は２８５万円で、前年

度比７万７，０００円と若干の減になっております。 

 次に、第４款の配当割交付金及び第５款の株式等譲渡所得割交付金でありますが、

この二つの交付金につきましては、上場株式の配当及び譲渡益に対して課される税

を原資に交付されるものでございます。配当割交付金は前年度比２１３万９，００

０円増の５４２万６，０００円、株式等譲渡所得割交付金は９００万円増の９９５

万５，０００円で、どちらも増加となっております。 

 第６款・地方消費税交付金につきましては、前年度より９９万５，０００円減と

なり１億１，５７５万円の決算となりました。 

 第７款はゴルフ場利用税交付金で、決算額は前年度と比べまして７７万３，００

０円増の１，８１１万８，０００円であります。 

 第８款は自動車取得税交付金でございまして、県税としての自動車取得税を原資

に、市町村道の延長並びに面積で按分して交付されます。その額は１，３３７万３，

０００円、５０．１％増の４，００７万６，０００円の決算となりました。 

 第９款の地方特例交付金は、前年度と比べて２１万２，０００円増の３２１万５，

０００円となりました。 

 次に、歳入決算総額の３３．７％を占めております第１０款の地方交付税でござ

います。震災復興特別交付税が７２１万９，０００円の増となりましたが、普通交

付税で５，３７８万４，０００円の減、特別交付税で３２８万７，０００円の減と

なり、総額で前年度を４，９８５万２，０００円下回った１７億９，４８９万円の

決算となりました。普通交付税の減は基準財政収入額が増額になったため、結果的

に交付基準額が減になったことによるものでございます。 

 次に、第１１款の交通安全対策特別交付金の決算は、昨年度とほぼ同じ２８８万

６，０００円の決算となっております。 

 第１２款は分担金及び負担金でございまして、羽計台、竜神台の下水処理施設、
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減圧タンクの建てかえをする経費について、新日鉄住金から負担金１，５９６万円

がございました。このため前年度より９１３万８，０００円増額の１億５，２５１

万４，０００円の決算となりました。 

 次に１３款・使用料及び手数料は、前年度比７１万６，０００円減の２，７６５

万３，０００円の決算となっています。幼稚園児童の減に伴う幼稚園保育料の減が

主な要因でございます。 

 １４款は国庫支出金の決算ですが、町道整備にかかる社会資本整備総合交付金が

増加したことから、全体では前年度を１，８１４万９，０００円上回りまして、３

億３，１５７万６，０００円の決算となっております。 

 １５款・県支出金では、がんばろう千葉復興基金交付金がマイナス２，０００万

円、千葉県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金がマイナス２，５１９万円と

なったことにより、全体で４，７５８万２，０００円、１３．６％減の３億１５９

万９，０００円の決算となりました。 

 次の１６款は財産収入でございます。財産収入全体では３８万４，０００円増の

３２６万１，０００円となっております。これは土地建物貸付収入や財政調整基金

利子の増によるものでございます。 

 １７款の寄附金ですが、ふるさと応援基金への寄附は増となったものの、その他

の寄附が小さかったため、前年と比較して２７５万４，０００円減の２３５万８，

０００円の決算となっております。 

 次に、１８款の繰入金では東日本大震災復興基金やふるさと応援基金の繰入金が

増となったことから、３，２５４万４，０００円増の５，０２４万円の決算となっ

ております。 

 次に、１９款の繰越金につきましては、前年度より６，４６２万５，０００円減

の６億１，３７０万２，０００円の決算となりました。 

 ２０款・諸収入ですが、２５年度は震災支援派遣職員給与負担金が６０６万８，

０００円、建物災害共済金が２１６万４，０００円あったことなどから、諸収入全

体として８６２万円増の１億５，６４１万３，０００円の決算となっています。 

 歳入決算の最後は２１款の町債でございます。平成２５年度の地方債発行総額は

１億３，９３０万円となりまして、前年度よりも５，８９０万円、２９．７％の減

となっております。２４年度の学校教育施設等整備事業の終了、防災行政無線デジ
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タル化事業債の減少が主な原因となっております。今後とも新規起債の発行には注

意を払い、将来負担の軽減を図りたいと考えておるところでございます。 

 なお、平成２５年度末の地方債現在高につきましては、後ほどご説明を申し上げ

ます。 

 以上、歳入決算の総額は５３億２，３８３万５，０００円となりまして、０．４％、

２，１４７万３，０００円の減額となりました。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 上の表でございますが、ただいま申し上げました歳入決算につきまして、左半分

では一般財源と特定財源、そして右半分では自主財源と依存財源に分けて、その状

況を表にしたものでございます。後ほどお目通しをいただきたいと思います。 

 それでは、次に歳出決算の説明に入らせていただきます。 

 その下の第２表、平成２５年度の歳出決算の総額は４６億７，５８４万１，００

０円となりまして、平成２４年度と比較いたしますと５，５７６万５，０００円、

１．２％の減となっております。目的別歳出決算の状況は、この表のとおりでござ

いますが、歳出決算総額に対しまして構成比の高い順に見てみますと、民生費が１

２億８，３６２万６，０００円、２７．４％で最も高く、次に総務費の６億４，３

４９万４，０００円、１３．８％、３番目が衛生費で５億９，４０９万１，０００

円、１２．７％、以下、公債費・土木費・教育費の順となっております。 

 それでは、順を追ってご説明を申し上げます。 

 最初に、第１款・議会費でございますが、２５年度は議員報酬の臨時特例による

減と欠員１名による減、そのほか議員共済会負担金の負担割合が減少したことによ

り、７１９万６，０００円減の９，０２９万７，０００円の決算となりました。 

 続いて、２款の総務費では、決算額６億４，３４９万４，０００円で、対前年で

は９，９４５万７，０００円、１３．４％の減となっております。防災行政無線デ

ジタル化工事及び選挙執行にかかる経費が減少したことが主な要因となっておりま

す。 

 次は、３款の民生費ですが、前年度と比較しまして４，９２２万８，０００円、

４．０％増の１２億８，３６２万６，０００円の決算となっております。増額の主

なものですが、介護保険特別会計繰出金の増や住家災害見舞金の増によるものでご

ざいます。 
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 次に、第４款の衛生費です。決算額５億９，４０９万１，０００円、前年度より

２，９１８万９，０００円、４．７％の減となりました。これは香取市東庄町病院

組合負担金、東総広域水道企業団出資金といった組合負担金の減や２４年度まで実

施していた東日本大震災の災害廃棄物処分委託料の減によるものでございます。 

 第５款の農林水産業費の決算額は１億５，４８１万４，０００円で、前年度と比

較し１，２８７万４，０００円の増となりました。産地整備支援事業補助金や、さ

わやか畜産事業補助金の増が主な要因となっています。 

 続いて、第６款は商工費でございます。決算額といたしましては前年度より２，

８７１万７，０００円、３０．９％増の１億２，１７６万４，０００円となってお

ります。２４年度の諏訪神社脇駐車場整備事業や観光ＰＲ事業が終了したことによ

る減がありますが、企業誘致奨励金４，３９９万円が新たに計上されたため、増額

決算となりました。 

 続きまして、第７款の土木費ですが、前年度比１億６，７２３万５，０００円、

５３．５％増の４億７，９５３万２，０００円となっております。これは町道の舗

装補修や改良工事及び下水施設修繕工事の増等により大幅に増額になったものでご

ざいます。 

 第８款は消防費でございまして、前年度を７５３万１，０００円下回ります２億

５，７３０万２，０００円の決算となっております。香取広域市町村圏事務組合の

負担金は常備消防分、非常備消防分ともに減額となりました。なお、消防施設費に

ついては小型ポンプ積載車を購入しております。 

 次に、９款の教育費について申し上げます。歳出決算の総額は対前年比５．２％、

２，４０１万円減の４億３，７７７万４，０００円の決算となりました。これは２

４年度に実施しました橘小学校屋内運動場屋根改修工事の終了並びに職員２名の減

による人件費の減額が主な要因となっております。 

 次に、１０款・災害復旧費についてでございますが、２５年度は大きな災害復旧

事業がなかったことにより、前年と比べまして１，１５３万１，０００円減少し、

決算額は８，０００円となりました。 

 次に、第１１款・公債費について申し上げます。公債費の決算額は４億９，１１

３万６，０００円となり、前年度と比較しまして１，９１４万３，０００円の減と

なっています。なお、起債の残高や償還額の状況につきましては後ほどご説明を申
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し上げます。 

 歳出決算の最後は１２款の諸支出金でございます。財政調整基金への積み立てを

１億円、東庄町東日本大震災復興基金の積み立てを１，６００万円行いました。ど

ちらも２４年度より少額であることにより１億１，５７６万２，０００円減の１億

２，２００万３，０００円の決算となっております。 

 以上、一般会計の目的別歳出の状況についてご説明いたしました。 

 続きまして、次のページ、３ページをお願いいたします。 

 歳出決算について、性質別の状況を示したものでございます。消費的経費と投資

的経費について、その決算額及び構成比を見てみますと、消費的経費は２８億９，

３０７万８，０００円で構成比が６１．９％、投資的経費では６億３，０６９万６，

０００円、１３．５％の構成比となっております。また、前年度と比較しますと消

費的経費の決算額では１，０８１万１，０００円の減、投資的経費では７，６９３

万８，０００円の増となっております。 

 それでは、性質別の歳出決算について第３表で見ていきたいと思います。 

 まず、消費的経費のうち人件費の決算は、平成２５年度８億５，７３９万９，０

００円、前年度と比べますと４，６４５万１，０００円、５．１％の減となってお

ります。これは議員報酬の臨時特例による減額、職員の給与臨時特例による減額並

びに職員４名の減によるものとなっております。 

 消費的経費の２番目は物件費で、２５年度の決算額は４億８，１５２万２，００

０円。前年度と比べ２，７２２万６，０００円。率にしますと５．４％の減となっ

ております。２４年度に実施しました地域防災計画改定業務、災害廃棄物処理、観

光ＰＲ事業の委託料が減額になったことが要因となっております。 

 消費的経費の３番目は維持補修費で、決算額は９７２万９，０００円で、前年と

比べ１３８万１，０００円の減となっております。 

 消費的経費の４番目は扶助費でございまして、６億８，６９４万８，０００円の

決算で、１，８４８万９，０００円、２．８％の増となっております。増の要因と

しましては、住家災害見舞金の増によるものとなっております。 

 消費的経費の最後は補助費等でございます。決算額は８億５，７４８万円となり、

前年度と比較しますと４，５７８万８，０００円、５．６％の増となっております。

これは企業誘致奨励金の増などが主な要因となっています。 
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 人件費からただいま申し上げました補助費等まで、消費的経費の決算額は、先ほ

ど申し上げましたように２８億９，３０７万８，０００円となりまして、歳出決算

総額に対する構成比は６１．９％を占めることになります。 

 次に、投資的経費のうち普通建設事業ですが、前年度決算より９，４２５万７，

０００円、１７．６％の増となり、６億３，０６８万８，０００円の決算となりま

した。町道舗装補修工事や町道改良工事、下水施設修繕工事の増額により、大きな

伸びとなっております。 

 次の災害復旧事業につきましては目的別歳出の災害復旧費でも申し上げましたが、

その内容と同様で、前年より１，７３１万９，０００円減少し、８，０００円の決

算となっております。 

 続いて公債費ですが４億９，１１３万６，０００円の決算となっており、前年度

と比較しますと１，９１４万３，０００円の減額となっております。 

 次に、投資及び出資金・貸付金でございます。決算額は８，３６５万８，０００

円となり、前年度決算に対して６１６万７，０００円の減となっております。これ

は東総広域水道企業団出資金の減によるものとなっております。 

 続きまして積立金でございますが、財政調整基金へ１億円、東庄町東日本大震災

復興基金へ１，６００万円の積み立てを行い、決算額は１億２，２００万４，００

０円となりました。 

 性質別決算の最後は繰出金でございます。決算の額は４億５，５２６万９，００

０円となり、前年度決算額より１，９１７万８，０００円、４．４％の増となりま

した。これは介護保険特別会計への繰り出しや後期高齢者利用給付費負担金が増加

していることによるものでございます。 

 以上、人件費から繰出金まで性質別歳出決算の内容を申し上げました。 

 次の４ページ、５ページにかけての円グラフは、今まで申し上げました一般会計

の決算についてグラフ化したものでございますので、後ほどご参照いただきたいと

思います。 

 それでは、５ページの下の方の財政構造についてご説明申し上げます。 

 地方公共団体の財政力をあらわす数値として用いられます財政力指数は、地方交

付税法の規定に基づきまして算出される「基準財政収入額」を「基準財政需要額」

で除した数値の過去３カ年平均であらわします。本町における平成２５年度の財政
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力指数は０．４４２となりまして、平成２４年度の財政力指数０．４３４と比較す

ると０．００８増加しております。 

 次に、財政構造の弾力性をあらわします経常収支比率でございますが、性質別経

費の経常経費充当一般財源を経常一般財源で除して得ます。この数値は８２．５％

で前年度の８４．９％より２．４ポイント減少しております。また、この数値の計

算式において、分母となる経常一般財源から臨時財政対策債を除いた経常収支比率

は８４．９％で、前年度より２．５ポイント減となっております。平成２４年度決

算では上昇した経常収支比率ですが、平成２５年度決算では減少となりました。今

後とも経常経費の節減、合理化を図り、経常収支比率の抑制に努めなければならな

いと考えているところでございます。 

 次のページ、６ページでは過去５年間の一般会計歳入歳出決算について、その規

模をグラフにしてございます。後ほどお目通しをいただきたいと思います。 

 それでは、大変恐縮ですが、７５ページをお願いいたします。 

 この表は、平成２５年度末現在の町債の現在高を表にしたものでございます。一

般会計における町債の状況につきまして借入先・事業ごとに２４年度末と２５年度

末の残高を次の７６ページにわたって列記してございます。７６ページの一番下の

合計欄で見ていただきますと、平成２５年度末現在の残高は元金が４０億３８７万

１，０００円、これに利子の残高が３億２，３６５万円、元金と利子を合わせます

と４３億２，７５２万１，０００円となっております。この額を単純に平成２５年

度末の住民基本台帳人口１万４，９８８人で割り返してみますと、一人当たり２８

万９，０００円という数字になります。この数値は前年度一人当たり３０万９，０

００円と比べ２万円減った計算になります。 

 次の７７ページでは、水道事業会計並びに病院事業会計にかかります企業債の状

況を表にしたものでございます。 

 次に、その下の表で３０番、債務負担及び損失補償の状況について申し上げます。

区分欄に記載のように全て債務負担でございまして、損失補償はございません。将

来にわたって支出が伴います債務負担の状況でございますが、戸籍システム更新事

業の１件のみで平成２５年度末では２，４８７万８，０００円となっております。 

 それでは、大変恐縮ですが、今度は決算書本冊の方をお願いいたしたいと思いま

す。３２４ページをお願いいたします。 
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 こちらの財産に関する調書について申し上げます。１番としまして、公有財産で

ございまして、（１）土地及び建物（普通財産）と、次のページの（２）土地及び

建物（行政財産）について表にしてございます。 

 最初に、（１）普通財産ですが、土地及び建物につきまして、昨年度中の増減は

ございません。 

 次に３２５ページをお願いいたします。 

 （２）行政財産の土地及び建物でございますが、こちらも同様に昨年度中の増減

はありませんでした。 

 次に３２６ページの（３）出資による権利ですが、増減はなく決算年度末現在高

は１，１２４万円及び５株となっております。 

 続きまして、大きな２番、物品について申し上げます。決算年度中に増減のあっ

たものは、自動車の所有台数が１台減、パーソナルコンピュータが１３台増となっ

ております。 

 続きまして、３２７ページをお願いいたします。 

 大きな３番で基金について申し上げます。一般会計の財政調整基金は１億８８万

７，０００円の増で、決算年度末では１２億２９８万４，０００円となっておりま

す。減債基金、公共施設整備基金につきましては、決算年度中の増減はございませ

んでした。 

 次の地域福祉基金は、３００万円の積立てと３００万円の取り崩しを行ったため、

決算年度中の増は利子分の５万１，０００円で、決算年度末現在高は５，７１０万

２，０００円となりました。 

 続きまして、町民バス購入基金につきましては、利子分７，０００円の増、決算

年度末で１，８７１万７，０００円となりました。 

 続いて、奨学基金では奨学基金事業の交付金として３５０万円を取り崩し、決算

年度末現在高は４０４万円となりました。 

 次に、土地開発基金ですが、現金、土地ともに増減はございませんでした。 

 次のページで東日本大震災復興基金ですが、がんばろう千葉復興基金交付金の積

み立てと住家災害見舞金の取り崩しの結果、５２４万円の減で２，７８９万１，０

００円の残高となっております。 

 次のふるさと応援基金ですが、ご寄附をいただきました２０５万８，０００円の
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積み立てと外出支援巡回バス購入費の取り崩し６２２万３，０００円の結果、決算

年度末現在高は６４５万９，０００円となっております。 

 なお、次の三つは特別会計でございますので、私からは省略させていただきまし

て、その次の郵便切手類購入基金でございます。この基金は３０万円の定額運用基

金でございますので、年度中において有価証券としての郵便切手類と現金との間で

は異動がございますが、結果的には増減のない基金となっております。 

 次に、大きな４番として、土地開発基金の運用状況報告書となっておりますが、

先ほど申し上げましたとおり、土地、現金ともに決算年度中の増減はございません

でした。 

 最後のページ、３２９ページの表は先ほど郵便切手類購入基金が３０万円の定額

運用基金であることを申し上げましたが、年間の運用状況を示したものでございま

すので、後ほどお目通しいただければと思います。 

 以上、一般会計の決算について申し上げましたが、詳細につきましては特別委員

会におきまして担当課長からご説明があろうかと思いますので、私の方からは以上

で終わらせていただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（鎌形寿一君） 

 町民課長、多部田秀也。 

町民課長（多部田秀也君） 

 それでは、引き続きまして、認定第２号、平成２５年度東庄町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算認定について、ご説明申し上げます。決算参考資料の６０ページ

をごらんください。 

 一般会計同様、私のほうからは重立ったものを申し上げさせていただきます。 

 ６０ページ中段の表、歳入合計欄をごらんください。歳入総額は２２億２，５４

７万１，０００円で、対前年比では５，８３３万５，０００円、２．７％の増でご

ざいました。 

 一方、歳出でございますが、下段の表、歳出合計欄のとおり、総額２０億９，９

４８万３，０００円です。対前年比１，５７２万８，０００円。０．８％の増でご

ざいました。歳入合計から歳出合計を差し引いた実質収支は１億２，５９８万８，

０００円の決算規模でございます。実質収支に関しましては、決算書３１９ページ
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でごらんいただくことができますので、後ほど確認いただければと思います。 

 それでは、歳入の主なものを申し上げます。 

 １款の国民健康保険税５億７，９１３万２，０００円で、歳入全体の２６％を占

めています。対前年比１，０３９万７，０００円、１．８％の増でございました。 

 続きまして、３款・国庫支出金、こちらは５億３，１６４万３，０００円。歳出

全体の２３．９％を占めております。対前年比５，０７６万２，０００円、１０．

６％の増となりました。 

 続いて、５款・前期高齢者交付金３億８，２５６万６，０００円、歳入全体の１

７．２％でございます。対前年比では４，３７３万円、１２．９％の増でございま

す。 

 続いて、７款・共同事業交付金２億４，３５１万６，０００円。歳入全体の１１％

を占めております。対前年では３，８６７万５，０００円、１８．９％の増でござ

います。 

 続いて、第９款・繰入金。こちらは１億８，９３０万１，０００円で、歳入全体

の８．５％を占めております。対前年では６２４万９，０００円、３．２％の減で

ございます。 

 続いて、第１０款・繰越金は８，３３８万２，０００円。歳入全体の３．７％を

占めております。対前年では７，２９３万４，０００円、４６．７％の減となって

おります。 

 続いて、歳出の主なものを申し上げます。 

 第１款・総務費、こちらが３，９２１万３，０００円で、職員３人分の人件費を

含みます一般管理費、それから徴収費等でございます。構成比といたしましては、

１．９％でございます。対前年では５３７万９，０００円、率で１２．１％の減で

ございます。 

 次に第２款・保険給付費１２億７，５１４万８，０００円は、歳出全体の６０．

７％を占めております。対前年では６，４７７万１，０００円、５．４％の増でご

ざいます。 

 続いて、第３款・後期高齢者支援金等、こちらは２億９，５６６万円で、全体の

１４．１％でございます。対前年比では９９０万円、３．５％の増でございました。 

 続いて、第６款・介護納付金、こちらは１億４，１４８万円で、全体の６．７％
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でございます。対前年では２５８万１，０００円、１．９％の増ということです。 

 続いて、第７款・共同事業拠出金、こちらは２億１，９２１万円、全体の１０．

５％を占めております。対前年では１，９０８万５，０００円、９．５％の増でご

ざいました。 

 続いて、９款・基金積立金、こちらは７，００４万３，０００円。歳出全体では

３．３％でございます。対前年で４，９９６万６，０００円、４１．６％の減でご

ざいます。これは平成２４年度に、通常の年より５，０００万円ほど多く積み増し

をしたことによります、その翌年での返還ということでございます。 

 １１款・諸支出金１，６１６万８，０００円。こちらは対前年２，６５８万４，

０００円、６２．２％の減でございました。これは療養給付費返還金等の減少が主

な要因でございます。 

 その他といたしましては、参考資料６１ページ以降の各年度ごとの決算推移、そ

れから一人当たりの療養諸費、あるいは保険税、それらの推移が表示されておりま

す。 

 ６２ページ以降では、給付状況の詳細を見ることができます。 

 傾向といたしましては、国民健康保険の加入者、被保険者が減少傾向にあります。

一方、税、それから医療費、こちらの方は増加傾向にあるということが見てとれる

と思います。 

 あと、決算書の３２８ページをごらんいただきたいと思います。 

 ３２８ページ、上から２番目の左側の表をごらんください。安定的な事業費給付

のために国民健康保険診療報酬支払準備基金というものがございます。こちらのほ

うが年間４万４，０００円の増ということでございますが、７，０００万円の取り

崩しと繰り入れ、積み立てを行いまして、今回、移行分の４万４，０００円が表の

ほうには計上されております。 

 年度末残高は１億６，５５５万４，０００円でございました。 

 国保特別会計につきましては、以上で説明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、認定第３号、平成２５年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定についてご説明を申し上げます。決算参考資料の６５ページをお願い

いたします。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、千葉県後期高齢者医療広域連合におき
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まして、医療給付事業を行っております。町では保険料の徴収事務を中心に、被保

険者にかかる減額賦課等に伴う町負担分について、町の一般会計より繰り入れを行

い、あわせて広域連合等へ納付するものでございます。 

 それでは歳入からご説明申し上げます。 

 後期高齢者医療特別会計の歳入総額は１億５８３万８，０００円となっておりま

す。 

 第１款の医療保険料、こちらは７，１４７万７，０００円で、歳入全体の６７．

６％、また第３款の繰入金は、事業費等を合わせました一般会計からの繰入金で３，

１８９万２，０００円、構成比は３０．１％となっております。１款と３款を合わ

せますと、これは全体の９７．７％を構成する関係でございます。 

 そのほかには諸収入等、合計で６４万９，０００円ほど上げてございます。 

 次に歳出になります。 

 歳出の決算総額は１億４９５万９，０００円で、２款の後期高齢者医療広域連合

納付金、これがほぼ歳出の全てでございまして、歳出全体の９８．５％を占めてお

ります。 

 これは徴収されました保険料並びに軽減にかかる負担金、町負担分を合わせた１

億３４２万９，０００円を広域連合へ納付しております。 

 歳出、１款の総務費、こちらは資格、あるいは収納にかかる電算の経費等、及び

徴収において保険料等の算定にかかる電算処理業務の委託料などでございまして、

１４７万円でございます。構成比としては、全体の１．４％でございます。 

 歳入から歳出を差し引いた実質収支は８７万９，０００円でございました。 

 決算書の３２０ページのほうに実質収支を表示してございますので、後ほどごら

んいただければと思います。 

 以上で後期高齢者医療特別会計の決算説明を終わらせていただきます。ご審議の

上、お認めいただきますようよろしくお願いします。 

議長（鎌形寿一君） 

 産業振興担当課長、石毛一久君。 

産業振興担当課長（石毛一久君） 

 それでは、私のほうから平成２５年度東庄町食肉センター特別会計決算について

ご説明いたします。参考資料の６６ページをお願いしたいと思います。 
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 初めに、歳入歳出決算の状況につきまして、ご説明いたします。まず、歳入につ

いてですが、合計で１億２，９９７万５，０００円となりまして、前年と比較しま

して９８万６，０００円の減額、０．８％の減となりました。 

 １款・事業収入でございますが、センターの各種使用料の合計は１億５３０万８，

０００円、前年度と比較しまして１７１万円、１．７％の増加となりました。これ

は処理頭数の増によるものでございます。 

 次に、２款・繰越金でございますが２，４５６万９，０００円で、２４年度と比

較しまして２６９万８，０００円の減額となっております。 

 次に、３款・財産収入ですが財政調整基金積立利息で９万円となっております。 

 次に諸収入ですが、預金利子の８，０００円となっております。 

 続きまして歳出でございますが、合計で１億１，８０５万円となり、平成２４年

度と比較しまして１，１６５万８，０００円の増額となりました。 

 １款の事業費ですが、食肉センターの維持管理運営にかかる経費となります指定

管理料及び消費税等で１億３０５万円、前年度と比較しまして２，１６５万８，０

００円、２６．６％の増となっております。これは汚水浄化処理整備及び汚泥脱水

機設置工事に伴う補助金を支出したためでございます。 

 次に２款・積立金でございますが、５００万円を食肉センター特別会計財政調整

基金として積み立ていたしました。前年度より１，０００万円の減となっておりま

す。 

 次に３款・諸支出金ですが、一般会計への繰出金１，０００万円で、前年度と同

額となっております。 

 歳入合計の１億２，９９７万５，０００円から歳出合計の１億１，８０５万円を

差し引きました１，１９２万５，０００円が翌年度への繰越金となりました。 

 次に、搬入及び処理頭数についてご説明いたします。６７ページをお願いいたし

ます。 

 まず、産地別搬入頭数につきましては、（２）の円グラフのとおりとなっており

まして、搬入頭数９万４，５１０頭のうち東庄町５万６，５３５頭、旭市２万９，

５４１頭、香取市５，１５０頭が主な搬入市町となっております。また、と畜処理

頭数につきましては９万４，５１０頭で、平成２４年度と比較しまして１，７５９

頭、１．９％の増となりました。食肉センターの稼働日数は２４９日で、１日平均
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処理頭数は約３８０頭となっております。 

 次に、財政調整基金についてご説明いたします。決算書の３２８ページをお願い

いたします。上から３段目、左の表をごらんいただきたいと思います。 

 食肉センター財政調整基金といたしまして、２５年度は５００万円を積み立て２

億２，８３３万９，０００円の残高となっております。 

 以上で、食肉センター事業会計の説明を終わりにいたします。よろしくご審議の

ほど、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

議長（鎌形寿一君） 

 健康福祉課長、石毛克身君。 

健康福祉課長（石毛克身君） 

 それでは、認定第５号、平成２５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入

歳出決算認定について、内容をご説明申し上げます。決算参考資料の６８ページを

ご覧いただきたいと存じます。 

 最初に下段の（２）訪問看護の利用状況でございますが、平成２５年度の利用者

数の合計は２８８人、延べ件数１，７５０件でございます。平成２４年度と比較し

ますと、利用者数の合計で１６人の増、率にして５．９％の増、延べ件数で３９５

件の増、率にして２９．２％の増となっております。 

 続いて、平成２５年度決算の状況についてご説明を申し上げます。順序としまし

ては平成２５年度の決算額と構成比、前年度との比較増減を金額と率で申し上げま

す。それでは歳入から申し上げます。 

 歳入の主なものは、１款・事業収入の１，５４３万４，０００円でございます。

構成比は全体の５２．９％を占めておりまして、前年度との比較では金額で３５８

万６，０００円の増、率では３０．３％の増となっております。増額の要因は、先

ほど申し上げました利用者数、利用件数の増によるものでございます。 

 ２款・繰入金につきましては５４５万２，０００円で、構成比は１８．７％、前

年度との比較では金額で３６１万２，０００円の増、率では１９６．３％の増でご

ざいます。これは一般会計からの繰入金でございます。 

 ３款・繰越金８３０万９，０００円につきましては、構成比２８．４％、前年度

との比較では金額で１９７万８，０００円の減、率で１９．２％の減となっており
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ます。これは前年度からの繰越金でございます。 

 ４款・諸収入３，０００円につきましては、前年度の比較では１，０００円の減

となっております。これは歳計金利子でございます。 

 以上、歳入合計では２，９１９万８，０００円、前年度との比較では金額で５２

１万９，０００円の増、率では２１．８％の増となりました。 

 次に歳出について申し上げます。 

 歳出につきましては１款・事業費のみで１，５４７万９，０００円、前年度との

比較では金額で１９万１，０００円の減、率で１．２％の減となりました。減額の

主な要因は、前年度に買い替えした車両購入費が皆減となったことによるものでご

ざいます。内訳としましては、職員２名と臨時職員１名の人件費がほとんどで、そ

の他、パソコンシステムの保守委託料及び使用料等でございます。 

 以上の結果、歳入歳出差し引きで１，３７１万９，０００円の黒字となりました。

これにつきましては平成２６年度への繰り越しとなります。 

 以上で、訪問看護ステーション特別会計決算の説明を終わります。 

 続きまして、６９ページをご覧いただきたいと存じます。 

 認定第６号、平成２５年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてご

説明を申し上げます。 

 平成２５年度は、第５期介護保険事業計画３か年の第２年度でした。前年度に比

べて、被保険者数、サービス受給者数、介護給付費が増加しております。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 １款・保険料は２億２，５０３万８，０００円、全体の構成比では２０％を占め

ます。前年度との比較では金額で９５４万２，０００円の増、率にして４．４％の

増となっております。増額の要因は６５歳以上の第１号被保険者の増加による保険

料の増額によるものでございます。 

 ２款・使用料及び手数料１万９，０００円につきましては、介護保険料未納者へ

の督促手数料でございます。 

 ３款・国庫支出金から５款・県支出金につきましては、主に介護保険法で定めら

れた保険給付費、地域支援事業費に対するそれぞれの負担金でございます。 

 ３款・国庫支出金２億４，６３２万７，０００円、４款・支払基金交付金２億９，

６１８万７，０００円、５款・県支出金１億５，０３５万８，０００円でございま
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す。合算しますと、６億９，２８７万２，０００円、構成比では６１．６％を占め

ています。前年度との比較では金額で４，１０４万円の増、率にして６．３％の増

となっております。これは保険給付費の増加に伴いまして、国・県支出金や社会保

険診療報酬支払基金からの交付金が増えたことによるものでございます。 

 ６款・財産収入の２万１，０００円につきましては、介護給付費準備基金を定期

預金で１年間運用したことによる利子分の収入でございます。 

 ７款・繰入金につきましては１億７，４４６万８，０００円、構成比１５．５％、

前年度との比較では金額で１，２０４万円の増、率にして７．４％の増でございま

す。内訳は、介護保険法で定められた一般会計の介護給付費及び地域支援事業費に

対する負担分が１億３，４７１万６，０００円、職員給与費等の総務費負担分が３，

９７５万２，０００円でございます。 

 ８款・繰越金３，１３２万６，０００円につきましては、構成比２．８％、前年

度との比較では金額で９４０万円の増、率にして４２．９％の増となっております。

これは前年度からの繰越金でございます。 

 ９款・諸収入９４万１，０００円につきましては、構成比０．１％、前年度との

比較では金額で３２７万７，０００円の減、率にして７７．７％の減となっており

ます。内容は、第三者納付金８１万６，０００円のほか、保険料の滞納による延滞

金、歳計金預金利子などでございます。 

 以上、歳入合計では１１億２，４６８万５，０００円、前年度との比較では金額

で６，８７４万４，０００円の増、率にして６．５％の増となりました。 

 次に、歳出について申し上げます。１款・総務費は３，９１９万４，０００円、

全体の構成比では３．７％、前年度との比較では、金額で４２万２，０００円の減、

率にして１．１％の減となりました。減額の主な要因は職員の異動に伴う人件費の

減によるものでございます。内容は職員の給与、保険料通知事務、介護認定審査及

び審査会の費用等でございます。 

 次に歳出の大部分を占めます２款・保険給付費につきましては１０億１，３４８

万４，０００円で、構成比９４．１％、前年度との比較では、金額で６，３８７万

円の増、率にして６．７％の増となりました。増額の主な要因は、居宅介護、施設

介護サービスの利用の増などによるものでございます。 

 なお、下段の（２）保険給付状況にサービス別の件数、給付金額を記載してござ
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いますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 ３款・地域支援事業費は１，５４６万円、構成比１．４％、前年度との比較では、

金額で１９１万６，０００円の減、率にして１１％の減となりました。減額の要因

は、職員の移動に伴う人件費の減によるものでございます。 

 なお、この事業は要介護認定を受けていない方などへの介護予防事業、総合相談、

ケアマネジャー相互の情報交換や支援等の包括的支援事業及び町単独の任意事業を

実施したものでございます。 

 ４款・公債費につきましては、一時借入金を行っておりませんので支出はござい

ません。 

 ５款・諸支出金８５９万円、構成比０．８％、前年度の比較では、金額で９４１

万９，０００円の減、率にして５２．３％の減となりました。これは前年度の介護

給付費及び地域支援事業費の精算による返還金などでございます。減額の要因は、

国庫支出金等過年度分返還金と介護給付費準備基金積立金の減によるものでござい

ます。 

 以上、歳出合計では１０億７，６７２万８，０００円、前年度との比較では、金

額で５，２１１万３，０００円の増、率にして５．１％の増となりました。 

 以上の結果、歳入歳出差し引きで４，７９５万７，０００円の黒字となりました。

なお、国庫支出金等の精算を平成２６年度で行いますので、精算後においての余裕

資金は３，８００万円程度となる見込みでございます。 

 続きまして、介護保険関係の基金の状況についてご報告申し上げます。お手数で

すが、決算書本冊３２８ページをご覧いただきたいと存じます。 

 ２段目、右側に記載してございます介護保険給付準備基金につきましては、平成

２５年度中の定期預金運用利子２万円を積み立てており、年度末残高は６，０３２

万２，０００円となっております。 

 以上で、介護保険特別会計決算の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議長（鎌形寿一君） 

 まちづくり課長、大後修司君。 

まちづくり課長（大後修司君） 

 それでは、認定第７号、平成２５年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定についてご説明申し上げます。 
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 最初に決算につきまして、参考資料７０ページをお願いいたします。 

 決算状況の（１）収益的収入及び支出でございますが、収益的収入は４億６３６

万４，０００円で、前年度との比較では５６８万５，０００円の減額となっており

ます。この主な要因としましては、県からの補助金の減少及び給水申込納付金の減

少によるものでございます。収入のうち営業収益が３億２，３５９万４，０００円

で、内訳は水道料金であります給水収益が３億１，５９９万円で、収入全体に占め

る割合が７７．８％、それと給水申込金、他会計負担金が７６０万４，０００円で、

１．９％となっております。営業外収益では、８，２７７万円で、内訳は一般会計

からの高料金対策に対する補助金が５，０００万円で１２．３％、千葉県からの補

助金が３，１９３万９，０００円で７．８％、その他が預金利息と雑収益で８３万

１，０００円となっております。 

 次に、収益的支出は３億６，６７８万３，０００円で、前年度との比較では１３

５万円の減額となっております。支出のうち営業費用が３億６，３６８万６，００

０円で、内訳は東総広域水道企業団からの受水費が２億３，３７１万１，０００円、

支出全体に占める割合が６３．７％、減価償却費が６，８１７万３，０００円、１

８．６％。人件費が３，０９５万３，０００円で８．５％。動力費・委託料他が３，

０８４万９，０００円で８．４％となっております。営業外費用他は、企業債の支

払利息等で３０９万７，０００円となっております。 

 次に、（２）資本的収入及び支出ですが、企業債等の収入はありませんでした。

支出は総額１，２６３万４，０００円で、内訳は固定資産費が５９８万８，０００

円、企業債償還金が６６４万６，０００円となっております。固定資産取得費につ

きましては、小南配水場の流量計の更新工事でございます。収支の不足額１，２６

３万４，０００円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額２８万円、減

債積立金６６４万７，０００円及び過年度分損益勘定留保資金５７０万７，０００

円で補填しております。 

 なお、企業債償還金と減債積立金の１，０００円の差額でございますが、端数処

理の関係でありまして、１円単位では同額でございます。 

 次に、経営状況の（１）収益的収支の決算の推移でございますが、平成２１年度

から２５年度までの５年間の収益的収支につきましては、下記の表のとおりとなっ

ております。 
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 平成２５年度の収支では、３，９５８万１，０００円の純利益となっております。

この当年度純利益につきましては、繰越決算金がありませんでしたので、同額が利

益剰余金となります。この剰余金の処分につきまして、決算書の２８５ページをお

願いいたします。平成２５年度東庄町水道事業剰余金処分計算書（案）でございま

す。当年度末残高未処分利益剰余金３，９５８万８０９円を議会の議決処分として

企業債の元金償還金に充てるための減債積立金に積み立てるものでございます。 

 また、参考資料に戻っていただきまして、７１ページをお願いいたします。（２）

業務量でございます。平成２５年度年度末給水人口は１万２，５０１人で、前年度

と比較しまして３７人の減、普及率は８３．４％で、０．５ポイントの増となって

おります。年度末給水戸数は４，０４０戸で、１９戸の増。年間給水量では１４６

万８，８９９立方メートルで、３万１，３９３立方メートルの減。年間有収水量は

１４２万４，０７３立方メートルで、６，０８９立方メートルの減となっており、

有収率につきましては９６．９％で前年度との比較では１．６ポイントの増となっ

ております。 

 以上で、水道事業会計の剰余金の処分及び決算認定について説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

議長（鎌形寿一君） 

 病院事務長、鈴木和雄君。 

病院事務長（鈴木和雄君） 

 説明の前に、恐れ入りますけれども、参考資料に記入漏れがございましたので、

記入のほうをお願いします。病院事業の７２ページ、下の円グラフ、内側の円グラ

フになりますけれども、特別損失１となっていますが、その下に０．０％と記入を

お願いいたします。よろしくお願いします。 

 それでは、病院事業会計決算についてご説明を申し上げます。 

 平成２５年度の収益的収支の決算の状況でございますが、収入総額１０億６７２

万７，０００円、支出総額９億８，０１８万６，０００円で、損益計算における当

年度純利益は２，６５４万１，０００円となり、４年連続で黒字を達成いたしまし

た。病院事業収入についてですけれども、上の円グラフ内側、医業収益が９億３，

１７８万３，０００円で収入総額の９２．５％、医業外収益が７，４８４万７，０

００円で７．５％、特別利益が９万７，０００円、０．０％でございます。 
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 医業収益の内訳ですが、円グラフの外側、入院収益が１億７，６５９万７，００

０円で１７．５％、外来収益が４億８，３９９万３，０００円で４８．１％、その

他医業収益、これは室料差額・人間ドック・各種健診などでございますけれども、

６，２３７万２，０００円で６．２％、介護保険事業収益が２億８８２万１，００

０円で２０．７％です。 

 医業外収益の内訳では、一般会計繰入金などの負担金・交付金が７，２０８万５，

０００円で７．２％、患者外給食収益・自動販売機売上手数料などのその他医業外

収益が２７６万２，０００円で０．３％でございます。 

 続いて、病院事業支出についてですが、下の円グラフ内側、医業費用が９億３，

０３２万６，０００円で、医業費用総額の９４．９％、医業外費用が４，９８５万

９，０００円で５．１％でございます。特別損失が１，０００円で０．０％。 

 続きまして、医業費用の内訳でございますが、円グラフの外側、給与費が４億４，

４０１万９，０００円、４５．３％、材料費が３億１，０６１万６，０００円で３

１．７％、経費が１億２，９４４万５，０００円で１３．２％、減価償却費・資産

減耗費・研究研修費などのその他が４，６２４万６，０００円で４．７％でござい

ます。医業外費用の内訳では、企業債利子２，６４３万７，０００円、患者外給食

材料費７３万３，０００円、仕入れにかかる消費税などの雑損失２，１６５万２，

０００円、それと繰延勘定償却１０３万７，０００円で５．１％でございます。 

 続きまして、７３ページをお願いいたします。 

 資本的収支の決算の状況でございますが、収入合計４，４６３万４，０００円、

支出合計９，５３７万７，０００円で、収支不足額５，０７４万３，０００円は、

当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額７１万３，０００円と、過年度分損

益勘定留保資金５，００３万円で補填しました。 

 収入の内訳は、出資金４，０７３万４，０００円と、補助金３９０万円。この補

助金は地域医療再生臨時特例交付金でございます。支出の内訳ですが、建設改良費

３，３９３万２，０００円と企業債償還金６，１４４万５，０００円でございます。

建設改良費の内訳は、病院本館屋上の鋼板パネルの改修工事、検査機器等の更新並

びに１００％補助の千葉県地域医療再生基金を活用してのリハビリ機器の整備を行

いました。 

 次に、収益的収支の決算の推移ですが、平成２１年度から平成２５年度までを記
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載してあります。平成２５年度では、収入１０億６７２万７，０００円で、前年度

と比較して約１，５４０万円の減額となっております。これは一般病棟入院患者数

の減少により、入院収益が減少したことによるものでございます。支出では９億８，

０１８万６，０００円で、前年度と比較して９００万７，０００円の増となり、２

５年度の純利益は２，６５４万１，０００円となりました。 

 次に、入院・外来延患者数の推移ですが、平成２１年度から平成２５年度までを

記載してあります。平成２５年度入院延患者数は１万９，２７２人で、前年度と比

較して９４３人の減となり、外来延患者数では平成２５年度２万９，８３３人で、

前年度と比較して５６２人の減となりました。また、１日当たりの患者数では、入

院が１日当たり５２．８人、外来が、診療日数２６７日で１日当たり１１１．７人

となりました。 

 ７４ページをごらんください。 

 平成２５年度末病院事業債現在高でございますが、合計で元金が９億７２７万５，

００５円、利子１億８，１８８万５９８円、合計で１０億８，９１５万５，６０３

円でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

議長（鎌形寿一君） 

 説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後１時といたします。 

（午前１１時４０分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

議長（鎌形寿一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本決算について、提出者からの説明が終わりましたので、ここで、監査委員の代

表から審査報告の説明を求めます。 

 監査委員、平山茂君。 

監査委員（平山茂君） 

 それでは、１２８ページをお願いします。 

 それでは、平成２５年度東庄町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査及び基金運

用状況審査について報告を申し上げます。 
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 １２９ページをお願いします。意見書報告を申し上げる前に、議会の皆さん方に

つきましては、既にこの意見書に目を通しておられるというふうに思いますので、

細かい数字や、あるいは意見についてもところどころ端折って申し上げたいという

ふうに思いますので、どうかひとつよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書、まず審査の対象は、平

成２５年度東庄町一般会計歳入歳出決算から、６番目の平成２５年度東庄町介護保

険特別会計歳入歳出決算の６項目であります。 

 まず、審査の期間は、平成２６年７月３０日及び８月７日でございます。 

 経過につきましては、ここに書いてあるとおりでございますので、少し割愛させ

ていただきます。 

 次に、審査の結果について申し上げます。 

 審査に付された各会計の歳入歳出決算書は、関係法令にのっとり作成され、計数

は関係諸帳簿等照合の結果、正確であり、予算の執行についてはおおむね所期の目

的に沿ってなされており、内容も正当なものと認定をいたしました。 

 また、財産に関する調書におきましては、財産状況・異動状況についての計数も

正確であると認められます。 

 次に、決算の概要ですが、次のページに実質収支をここ３年間の表として提示を

しております。参考にしていただきたいというふうに思います。以下の内容は、一

部その表の内容のとおりでありますので、平成２５年度における一般会計と特別会

計の決算総額単純合計は、歳入で８９億３，９００万２，０００円、歳出では８０

億９，０５４万円であります。全会計規模はほぼ前年並みと言えますが、一般会計

において景気の緩やかな回復による税収の伸びが顕著にあらわれる決算となり、実

質単年度収支は平成２０年度決算以降、黒字決算を継続しており、財政運営の健全

化を示すものとして評価したい。 

 １３１ページをお願いします。 

 次に、総括的評価でありますが、普通会計・一般会計において、まず財政力指数

ですが、これは地方公共団体の財政力を評価するために一般的に用いられる指標で、

標準的な財政の需用に対する収入の割合を示す指数であります。平成２５年度は、

０．４５６の平均値であり、前年度の指数０．４３４から若干改善をされました。

若干の回復傾向が見られるものの、数値が近年において平成１９年度分の指数をピ
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ークに年々下降傾向にあり、今後とも財政基盤の強化に努めることを求めたいと思

います。 

 次に、経常収支比率ですが、これは皆さんご存じのとおり財政構造の弾力性を評

価するために用いられる指標であります。この比率は、通常７０ないし８０％の間

にあり、８０％を超えると財政が硬直化しているものと判断をされます。 

 平成２５年度は８２．５％と推移しており、計数的には前年度比２．４ポイント

の減となっておりますが、これは人件費の削減を初め、予算執行における継続的な

経費抑制のあらわれとして評価するとともに、今後とも一層の経常収支比率の改善

に努力していただきたいと思います。 

 次に、財源内訳及び性質別歳出の状況でありますが、歳入における財源内容は、

自主財源が４６．４％、依存財源が５３．６％であり、平成２４年度決算に引き続

き、平成２０年度から続いた自主財源比率の減少が町税の税収の改善も手伝って、

改善をされております。 

 消費的経費のうち扶助費につきましては増加傾向にあるとともに、今後も社会保

障制度の一環として児童・老人への諸施策の展開が予想をされます。このようなこ

とから、投資的経費を確保することは、ほかの消費的経費の抑制が肝要であると考

えられます。予算の編成、あるいは執行において、一層の経費削減に努められるよ

う、要望するものであります。 

 次のページをお願いします。 

 なお、人件費につきましては、平成２５年度決算では、１８．３％であり、平成

２１年度決算以降、２０％を下回っていることは、構造改革の一環とともに、職員

の理解、そして協力及び努力も成果として大いに評価するものであります。 

 次に、町税の滞納及び不納欠損についてでありますが、ここは特に滞納整理のこ

とでありますが、滞納整理を関係職員全員で取り組み、あるいは滞納者の財産調査

や差し押さえを積極的に執行するなど、税収率が９０％台を保っており、徴収努力

は評価するものであります。ただし、徴収率は健全な財政運営のためにも、その根

幹をなすものであり、納税意識の高揚を図り、さらなる徴収率の向上に努められた

い。 

 次に、特別会計でありますが、特に特別会計におきましては、国民健康保険特別

会計であります。国保税の不納欠損は、１，２５８万４，０００円となっています



－120－ 

が、収入未済額はここ数年１億８，０００万円を超える横ばい状態が続いておりま

す。不納欠損につきましては、特に増加が著しい状況となっています。国保税全体

の徴収率は、平成２５年度は７４．７％となっておりますが、徴収率が連続して低

下していることは憂慮すべき事態であります。 

 また、不納欠損額及び滞納額増加は、善良な納税者の納税意欲を欠くばかりか、

目的税の持つ役割とその制度の存続を揺るがしかねないものであります。 

 今後とも、短期被保険者証制度の活用による納税の励行を確保するとともに、悪

質な滞納者に対しては、資格証制度の適用を強化するなど、積極的に滞納額の減少

に努められていただきたい。 

 次に、歳計現金及び基金でありますが、まず、財政調整基金、下の５行にまとめ

ておりますが、ごらんのとおりであります。平成２５年度は１２億２９８万４，０

００円ということで、昨日、補正予算でさらに１億円の積み立てをしたところであ

ります。これらのことは経費の削減と効率的な行政運営により、余剰を蓄えた成果

として評価したいと思います。 

 財政調整基金は、災害など不測の事態におきまして、その果たす役割は大きいこ

とから、今後とも、積立額の堅持に努められたい。 

 次に、国民健康保険診療報酬支払準備基金は、ここでは特に、医療費は今後とも

増大することが見込まれるとともに、緊急事態に対応するためにも基金のさらなる

充実を望むものであります。 

 公共施設整備基金は、本基金は、庁舎建設、それから各小・中学校の耐震改修、

公民館大改修等、その役割を果たしてきたところであります。平成２１年度におい

て残高が３５５万９，０００円となってからの平成２５年度まで、同額のまま推移

をしてきております。その設置目的及び整備対象公共施設を再度検証し、有効な運

用を検討されたい。 

 最後に、総括的意見を申し上げます。 

 平成２５年度決算における財政状況は、景気の緩やかな回復基調が反映され、税

収の増額が見られ、一方、歳出は平年並みとなったところから、実質収支額を増額

し、全体的には良好なものとなりました。 

 特に一般会計においては、人件費の割合が低位に保たれているのと、これらの近

年順調に推移している本町の財政状況が町民に真に理解されているか懸念される部
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分もあります。要望として、さらにわかりやすい形での町民への広報に努めていた

だきたい。 

 しかし、人件費を低位に保つことが厳しい財政運営の中で当然のこととはいえ、

本町のこれからの財政支出の増大が予想される中、さらなる削減を視野に入れなけ

ればならないこととはいえ、人件費を削減するに当たっては、単なる人員削減では

なく、さらなる機構改革はもとより、新たな事務システムの導入等の検討をお願い

したい。 

 財政運営におきましては、国の景気対策の成否及び不透明感も相まっておるとこ

ろであります。税及び地方交付税等の財源の確保が難しい状況は今後も見込まれる

ところであります。 

 一方、少子高齢化社会の進行に伴う保健・医療・福祉施策に要する経費の増加が

避けられない状況であり、さらには消防、清掃事業等、広域行政に要する負担金の

増大も考慮されなければなりません。 

 今後とも財政運営に当たっては、事務事業の重点化を検討し、さらなる歳入の増

の施策・歳出の縮減に取り組み、健全なる行財政運営を望むものであります。 

 １３４ページをお願いします。 

 続きまして、平成２５年度東庄町水道事業会計及び東庄町国民健康保険東庄病院

事業会計決算審査について、申し上げます。 

 次のページをお願いします。 

 審査の対象は、ごらんのとおりの２件の事業会計であります 

 審査の期間は平成２６年７月３０日。 

 審査の経過につきましては、以下の内容でお目通しをお願いしたいと思います。 

 次に、審査の結果。審査に付された各会計の決算書は、関係法令にのっとり作成

され、計数は関係諸帳簿等照合の結果正確であり、予算の執行については、おおむ

ね所期の目的に沿ってなされており、内容も正当なものと認定をいたしました。 

 次に、決算の概要ですが、東庄町水道事業会計、東庄病院会計、双方とも会計は、

先ほど午前中の執行部からの説明の内容と細かい数字については重複いたしますの

で、改めて説明することもないと思いますので、割愛させていただきたいと思いま

す。 

 特に強いて言うならば、特に申し上げれば、両会計とも純利益が生じていること
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であります。 

 １３６ページをお願いします。 

 ６番の総括的意見。 

 まず、東庄町水道事業会計であります。平成２５年度決算における業務実績につ

いては、給水戸数は増加し、水道普及率は８３．４％と、計数的には向上している

ものの、年間給水量については景気・気候等種々の要件が影響することを考慮して

も、その推移に留意する必要があります。 

 有収水量率は９６．９％、前年度から１．６ポイントと大幅に改善しております。

漏水個所の補修はもとより、日常的な施設・設備の維持・管理の成果であると考え

ます。 

 また、水道料金の未収金整理において、日常的に工夫・努力をし、特別損失額を

少額で維持していくのは健全経営に資すものとして評価をしたい。 

 経営状況については、黒字決算を維持していますが、給水原価が供給単価を依然

として上回っており、給水にかかる費用が水道料金による収入以外の他の収益で賄

われることに変わりがなく、水道事業の本旨である飲料水の安定供給を図ることは

もとより、災害時における給水体制・設備の充実、こういうところも期待するとこ

ろであります。 

 なお一層の経営努力に取り組み、損失が生じないよう健全経営を目指していただ

きたいと思います。 

 最後に、東庄町国民健康保険東庄病院事業会計ですが、平成２５年度決算におき

ましては、業務実績において、年間の入院・外来患者数がともに減少する結果とな

りました。病床利用率では、年間平均で７３．３％となり、健全経営の指標の一つ

である７０％台を維持したことは、稼働病床数の変更によるものでありますが、こ

のことは平成２１年度に行った医療・介護保険適用病床数の変更と同様に、その時々

の医療環境に当院の体制をいち早く適応させるものとなっており、関係諸氏の努力

の結果として評価するものであります。 

 経営状況につきましては、４年連続で黒字決算となっていることは大いに評価す

るものであります。 

 とりわけ、医業収益に対する給与費の割合は４７．６５％と、同規模の病院と比

較して１０ないし２０ポイント程度、低位に保たれており、余剰人員を抱えず、収
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益を確保していることから、院長を初め病院関係諸氏の努力も評価したいと思いま

す。 

 また、香取海匝地域自治体病院支援事業補助事業を積極的に活用し、リハビリ機

器の導入や臨床検査システムの更新を図っており、高度医療の要求にこたえるとと

もに、地域住民の健康増進につながるものであり、さらなる充実を望むものであり

ます。 

 後期研修プログラムの導入は、今後の地域医療において、医師の確保が最重要課

題であることから、引き続き医師・看護師など、医療スタッフの確保に取り組み、

医療体制の充実と患者サービスの向上に努めていただきたいと思います。 

 最後に、今後とも旭中央病院との連携を軸に地域の中核医療・療養施設としての

役割を果たすべく、医師等の確保に万全を期すとともに、地域住民に対し安全で安

心な医療が提供されることを望むものであります。 

 以上で報告を終わりたいと思います。 

議長（鎌形寿一君） 

 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております、認定第１号から認定第８号までについては、議

員全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（鎌形寿一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号から認定第８号までについては、議員全員で構成する決

算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 

 ここで決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選を行うため、しばらく休

憩します。議員各位及び執行部の皆様はそのままお待ちください。 

（午後 １時２１分 休憩） 

（午後 １時２８分 再開） 

議長（鎌形寿一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 休憩中に開催されました決算審査特別委員会において委員長及び副委員長の互選

が行われましたので、改めてその結果を報告します。 

 委員長に宮崎正吾君、副委員長に城之内一男君が選任されました。 

 以上で報告を終わります。 

 日程第９、請願第３号、道路拡幅整備及び側溝整備に関する請願を議題とします。 

 職員に請願の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（鎌形寿一君） 

 ここで請願紹介議員の代表から趣旨説明を求めます。 

 ７番、城之内一男君。 

７番（城之内一男君） 

 請願第３号、道路拡幅整備及び側溝整備に関する請願について、紹介議員として、

趣旨を説明いたします。 

 この請願は、町道２００６号線及び町道２０１５号線の道路拡幅整備と側溝整備

をお願いするものですが、場所は笹川駅南側にあたり多くの住宅があり、毎日の生

活道路として重要な道路です。道路幅が狭く、通行に不便を来しております。また、

緊急車両の進入も困難であります。側溝がないため、雨水の捌け口がないだけでな

く、生活排水も排出先がなくて、長い距離をポンプアップして送るとか、自宅に浸

透させるとか、大変難儀しておるところだと思います。 

 環境面・衛生面においても非常に劣悪な状況にあると思います。これまでも陳情

やお願いをしてきたところですが、３０年、４０年とそのままというような大変不

便な状況が続いております。また、町においてもいろいろな開発計画とか、整備の

話も出たところですが、住民は大変失望しているというか、困難がある状況だと察

せられます。 

 なかなか進展しないところであり、地域住民の心情を察しまして、財政厳しい折

かと思いますが、早急に整備をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（鎌形寿一君） 

 この請願は、会議規則第９１条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所

管の常任委員会に審査の付託をします。 

 日程第１０、休会の件を議題とします。 
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 お諮りします。 

 委員会審査等のため、９月１１日から１８日までの８日間を休会としたいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（鎌形寿一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、９月１１日から１８日までの８日間を休会とすることに決定しまし

た。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 ９月１９日の会議は議事の都合により、午後２時３０分に繰り下げて開くことに

します。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 １時３４分 散会） 

 


